
 
 

あさひかわ応援寄附金（ふるさと納税）寄附申込書 

令和  年  月  日  

（宛 先）旭 川 市 長  

〒           

住所                 

                   

氏名
フリガナ

              様  

                         電話番号               

１ 寄附金額及び使い道の指定          E-mail                 

次の使い道からお選びいただき、金額を記載してください。 

複数の使い道へのご寄附を希望される場合は、使い道ごとに金額を記載してください。 

 

金額 使い道 金額 使い道 

 01.市長におまかせ  02.旭山動物園への支援 

 03.子ども・子育て支援  04.旭川の農業を支えてください！ 

 05.動物愛護センターへの支援  06.雪対策への支援 

 07.アイヌ文化への支援  08.給付型奨学金等の給付 

 09.お年寄り、障がいのある方への支援  10.いじめ防止対策 旭川モデルの推進 

 11.鳥獣対策への支援  12.市立旭川病院への支援 

 13.未来をつくる産業振興を支援  14.観光振興への支援 

 15.スポーツ振興の推進  16.高齢者生きがいづくりへの支援 

 17.都市緑化の推進  18.21 世紀の森施設整備への支援 

 19.カムイスキーリンクス施設整備  20.国際交流活動の推進 

 21.旭川市科学館への支援  22.中心市街地活性化への支援 

 23.あさひかわ北彩都ガーデンへの支援  24.市民の文化芸術活動を応援します 

 25.デザインで旭川を元気に！  

※いずれにも金額の記載がない場合は、「使途を指定しない」となりますのでご了承ください。 

 

  

郵送でお申し込みの場合 

〒０７０－８５２５ 

北海道旭川市 7 条通 9 丁目 48 番地 

旭川市行財政改革部行政 DX 課 行 

ＦＡＸでお申し込みの場合 

０１６６－２４－７８３３ 

寄附金額計          円 (次のページに続きます) 
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２ お礼の品の選択（市外在住の方のみ対象） 
寄附金額に応じてお礼の品をお選びください（お礼の品は寄附受付ポータルサイト（さとふる、ふるさとチ

ョイス、楽天ふるさと納税等）にも掲載しています。）。 

 お 礼 の 品 名 申込数 ご希望の色または材質 

（記入例） 

〔AS△△△－NTZ〕 

○○○○スツール 

（管理番号（さとふるの場合はお礼品 ID）と 

商品名（一部でも可）を記載してください。） 

１ メープル 

１ 品 目   

 

２ 品 目   

 

３ 品 目   

 

※ お礼の品を４品以上ご希望の方は別紙（様式は任意です。）に記載してください。 

※ お住まいの地域等によっては、配送できない場合がございます。その場合は、確認の上で代替品をお送りいた

します。 

※ お礼の品につきましては、予告なく変更することがございますので、あらかじめご了承ください。 

※ 受付期間（期間限定品等）を設けているものにつきましては、本市の入金確認日を基準日とさせていただきま

す。 

※ 寄附申込後のお礼の品の変更は承れませんので、あらかじめご了承ください。 

※ 不在でお礼の品の受取りができない場合には、再送はいたしませんのでご了承ください。  

※ 配達日時の指定は承ることができませんのでご了承ください。 

 
３ お礼の品の配送先住所（寄附者住所に配送する場合は記載不要です。） 

〒      

住所                            

氏名
ﾌ ﾘ ｶ ﾞ ﾅ

             電話番号         （日中連絡可能な番号を記載してください。） 

 

４ 寄附金受領証明書等の書類送付先（寄附者住所に送付する場合は記載不要です。） 

〒      

住所                            

氏名
ﾌ ﾘ ｶ ﾞ ﾅ

             電話番号         （日中連絡可能な番号を記載してください。） 

 

５ ワンストップ特例申請書様式送付の希望 

  該当するものに「○」を付けてください。 

（  ） 送付を希望する。   （  ） 送付を希望しない。 

 ※いずれにも「○」が付いていない場合は申請書様式を送付しませんのでご了承ください。 

  なお、今回「希望しない」に「○」を付けた場合でも、後日希望する旨のお申し出をいただいた場合は、改

めて申請書様式を送付させていただきます。 

 

 【ふるさと納税ワンストップ特例制度ってどのような制度ですか？】 

確定申告をする必要のない給与所得者等がふるさと納税を行う場合に、寄附先の地方公共団体にワンストッ

プ特例制度の適用を受けるための申請書を提出することで、確定申告を行わなくても、ふるさと納税につい

ての寄附金控除を受けられる仕組みをいいます。 

ふるさと納税ワンストップ特例の適用を受ける方は、所得税からの還付は発生せず、個人住民税からの控

除で税の軽減が行われます。（ふるさと納税を行った翌年の６月以降に支払う個人住民税が軽減されます。） 
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